
- 1 -

平成２２年６月２８日 判決言渡

平成２１年（行ケ）第１０３８５号 審決取消請求事件（商標）

口頭弁論終結日 平成２２年５月１７日

判 決

原 告 イーアールビーイー エレクトロメディジン

ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル

ハ フ ツ ン グ

（ )E r b e E l e k t r o m e d i z i n G m b H

訴訟代理人弁理士 中 島 淳

同 加 藤 和 詳

同 山 田 昌 子

同 樋 熊 美 智 子

被 告 株 式 会 社 松 風

訴訟代理人弁理士 安 藤 順 一

同 上 村 喜 永

主 文

１ 原告の請求を棄却する。

２ 訴訟費用は原告の負担とする。

３ この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３

０日と定める。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

特許庁が取消２００８－３００３７３号事件について平成２１年８月４日に

した審決を取り消す。

第２ 事案の概要

１ 本件は，被告が有する下記商標登録第４６６５５４号（本件商標）につい
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て，原告が商標法５０条に基づき不使用取消審判請求をしたところ，特許庁が

請求不成立の審決をしたことから，原告がその取消しを求めた事案である。

２ 争点は，上記取消審判の予告登録がなされた平成２０年４月１４日から遡っ

て３年以内に，被告が日本国内において本件商標を使用していたか，である。

記

・商標

・指定商品

第１０類（書換登録前 第１８類） 「義歯」

・出願 昭和２８年６月１５日

・登録 昭和３０年５月３０日

・書換登録 平成１８年３月１日

第３ 当事者の主張

１ 請求原因

(1) 特許庁における手続の経緯

被告は，本件商標の商標権者であるところ，原告は，平成２０年３月２４

日，本件商標につき商標法５０条に基づき不使用取消審判請求をし，平成２

０年４月１４日にその旨の予告登録がされた。

特許庁は，同請求を取消２００８－３００３７３号事件として審理した

上，平成２１年８月４日，「本件審判の請求は，成り立たない。」旨の審決

をし（出訴期間として９０日附加），その謄本は同年８月１４日原告に送達

された。
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(2) 審決の内容

審決の内容は，別添審決写しのとおりである。その理由の要点は，被告は

前記審判請求の登録前３年以内に日本国内において，その指定商品について

本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明し

た，というものである。

(3) 審決の取消事由

しかしながら，審決には，以下に述べるとおり誤りがあるから，審決は違

法として取り消されるべきである。

ア 被告は本件商標を商標として使用していない

(ｱ) 審決は，被告の取扱いに係る商品を掲載したカタログ「ＳＨＯＦＵ

ＤＥＮＴＡＬ ＰＲＯＤＵＣＴＳ ＣＡＴＡＬＯＧ／ＳＨＯＦＵ ２０

０７－２００８ 松風総合カタログ」（２００７年３月発行，乙１。以

下，このカタログを「本件カタログ」という。）の９頁の下段右の商品

（以下「使用商品１」という。），及び同１０頁の最上段右の商品（以

下「使用商品２」という。）に表示された「“Ｂｉｏ”Ｆｏｒｍ」の表

記は，本件商標と社会通念上同一の商標と認めることができるとした。

(ｲ) しかし，本件カタログに掲載されている被告の商品についてみると，

被告の商品の表示方法（商品名，商品の説明，写真，価格など）につい

て一定のルールを看て取ることができる。すなわち，被告は，カタログ

の商品紹介欄において，まず商品説明の部分と商品写真の部分とを２段

に表示した上で，両方の部分において，取引に際し商品を特定するのに

用いられる商品名・商標をその他の部分よりも一段と大きなフォントお

よび太字を用いて表示している。そして，これらの文字部分がそれぞれ

の商品のパッケージ中表示されているのは，商品のパッケージの中央，

上部及びパッケージ側面中の少なくとも一側面である。このような被告

の商品販売における商品名・商標の表示方法に関する特徴を踏まえた上
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で，使用商品１及び使用商品２についてみてみると，取引に際し商品を

特定するに用いられる商品名・商標で，その他の部分よりも一段と大き

なフォントおよび太字を用いて表示されているのは，使用商品１ではパ

ッケージ正面中央の「ＡＣＲＹＬＩＣ ＲＥＳＩＮ ＴＥＥＴＨ」及び

側面の「レジン前歯」の部分であり，使用商品２では「ＡＣＲＹＬＩＣ

ＲＥＳＩＮ ＴＥＥＴＨ」及び側面の「レジン臼歯」の部分である。

また，使用商品１及び２は，被告ホームページ上の製品情報欄（甲

６）においても，「バイオフォーム」ではなく，「レジン前歯」又は

「レジン臼歯」の名称・タイトルでもって紹介がなされている。これら

のことに照らすと，使用商品１及び２において被告が商品の名称・商標

として使用しているのは，それぞれ「ＡＣＲＹＬＩＣ ＲＥＳＩＮ Ｔ

ＥＥＴＨ」及び「レジン前歯」，「ＡＣＲＹＬＩＣ ＲＥＳＩＮ ＴＥ

ＥＴＨ」及び「レジン臼歯」の文字部分であると考えるのが自然であ

り，「Ｂｉｏ」の文字部分を，自他商品を識別し，あるいは出所を表示

するための標識として使用する意思を持っているとは考えられない。

さらに，「バイオ形態」を説明する被告ホームページ（甲３）におい

ても，バイオ形態を採用している被告商品の紹介部分には，「レジン前

歯」（使用商品１と合致），「レジン臼歯」（使用商品２と合致）との

記載がある。このことからも，使用商品１及び２について，被告はそれ

ぞれを「レジン前歯」，「レジン臼歯」を商品名・商標名として使用し

ていることは明らかで，「バイオ」という名称でもって取引を行ってい

るものではない。

加えて，被告は，被告の商品カタログやホームページ上の製品紹介の

項目における商品の内容や特徴を説明する説明文中において，「バイオ

形態」の語を度々用いているところ，これは義歯のタイプ・形態中のあ

る特定のタイプであるバイオ形態を示そうとして用いているものであ
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る。被告の商品の中でその他の形態を採用したものについてみてみる

と，被告は，「リアル形態」を採用している「リアルクラウン前歯」に

ついて，商品の包装に「Ｒｅａｌ Ｆｏｒｍ」の文字を表している。

(ｳ) 上記のような被告の商品カタログ及びホームページ上での製品案内等

の記載を総合的に判断すれば，使用商品１及び２における「“Ｂｉｏ”

Ｆｏｒｍ」の文字部分が意味するものは，被告が取り扱う義歯のタイプ

中，「バイオ形態（Ｂｉｏ Ｆｏｒｍ)」というタイプを使用商品１及

び２では採用しているという事実である。「Ｂｉｏ」の文字部分がクォ

ーテーションマークで囲われているのは，数ある人口歯の形態のうち，

使用商品１及び２で採用しているのは，「リアル形態（Ｒｅａｌ Ｆｏ

ｒｍ)」，「ハーモニー形態」及び「ＮＣベラシア形態」ではなく，

「バイオ形態（Ｂｉｏ Ｆｏｒｍ)」であることを強調したものにすぎ

ない。もし，「Ｂｉｏ」の文字部分を真に商標として他の部分と区別し

たいのであれば商標登録表示義務を定めた商標法７３条に従い，○マーＲ

ク等を付すなり「『バイオ』は株式会社松風の登録商標です。」などの

表示部を設けるはずである。

また，被告の商品表示に見られる前記の特徴を踏まえると，使用商品

１及び２に表れる「“Ｂｉｏ”Ｆｏｒｍ」の文字を，本件商標指定商品

の一般の取引者・需要者は，単に商品（義歯）の形態である「バイオ形

態」を端的に示したものと理解するにとどまると考えるのが自然であ

る。

したがって，使用商品１及び２に表れる「Ｂｉｏ Ｆｏｒｍ」の文字

部分中の「Ｂｉｏ」の文字部分のみに着目すれば，形式的には本件商標

と社会通念上同一であると仮に考えることができるとしても，「Ｂｉ

ｏ」の文字自体が自他商品を識別し，出所を表示する標章としては使用

されておらず，本件商標と社会通念上同一の商標の使用の事実があった
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と認定することはできない。したがって，「・・・提出された証拠を総

合して判断すれば，『Ｂｉｏ』の文字が自他商品の識別機能を果たし得

る態様により使用されている・・・」（７頁２８行～３０行）とした審

決の判断は誤りである。

イ 「Ｂｉｏ」と「Ｂｉｏ Ｆｏｒｍ」とは社会通念上同一と認められる商

標でない

仮に使用商品１及び２に表れる「Ｂｉｏ」の文字部分の使用が商標とし

ての使用だとしても，使用商品１及び２において使用されているのは「Ｂ

ｉｏ Ｆｏｒｍ」であって「Ｂｉｏ」ではない。

審決は，この点につき，「Ｂｉｏ」の文字部分をクォーテーションマー

クで囲っているので，この部分が商標であるとする。しかし，本件商標の

指定商品の分野においては「Ｂｉｏ」の文字部分も「Ｆｏｒｍ」の文字部

分も共に自他商品等識別機能が強いとはいえない語である。さらに，「Ｂ

ｉｏ」の文字部分については審決に「・・・『生体・生物体・生物』など

を意味する・・・」（７頁１０行～１１行）とあるように，「Ｂｉｏ」の

文字部分が指定商品との関係において一定の品質を表示的に表すものであ

ることを審決自身が認めているのに加え，「Ｆｏｒｍ」の文字部分につい

ても「式，型，形態」などの意味を有し，自他商品等識別機能が弱い語で

あるとの判断が示されている。そして，自他商品等識別機能が極めて弱い

２つの語からなる商標は，商標の構成中，一方のみが独立して着目され商

品の出所識別機能を発揮するというよりは，むしろ両者が結合して一体的

に把握され識別機能を発揮するとみるべきである。すなわち，使用商品１

及び２における「Ｂｉｏ Ｆｏｒｍ」の文字は，それぞれの語の性質上，

「Ｂｉｏ」及び「Ｆｏｒｍ」はそれぞれが独立して把握されるべきではな

く，「Ｂｉｏ Ｆｏｒｍ」から生じる称呼「バイオフォーム」も格別冗長

ではなく一気に称呼できることともあいまって，両者は一体的にのみ把握
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されるものである。したがって，使用商品１及び２における「Ｂｉｏ Ｆ

ｏｒｍ」の文字と本件商標とは，社会通念上同一の商標ということはでき

ない。

２ 請求原因に対する認否

請求原因(1)，(2)の各事実は認めるが，同(3)は争う。

３ 被告の反論

(1) 原告の主張アに対し

ア 原告は，本件カタログに掲載されている被告の商品についてみると，被

告の商品の表示方法（商品名，商品の説明，写真，価格など）について一

定のルールを看て取ることができるとした上，使用商品１及び２において

被告が商品の名称・商標として使用しているのは，それぞれ「ＡＣＲＹＬ

ＩＣ ＲＥＳＩＮ ＴＥＥＴＨ」「レジン前歯」，及び「ＡＣＲＹＬＩＣ

ＲＥＳＩＮ ＴＥＥＴＨ」「レジン臼歯」の文字部分であると考えるの

が自然であり，「Ｂｉｏ」の文字部分を自他商品を識別しあるいは出所を

表示するための標識として使用する意思を持っているとは考えられない，

と主張する。

しかし，原告が本件カタログから看て取ることができるとする「一定の

ルール」なるものは原告独自の主観的主張である。被告が「商品の名称・

商標」として使用していると原告が指摘する「ＡＣＲＹＬＩＣ ＲＥＳＩ

Ｎ ＴＥＥＴＨ」はアクリル製の人工歯を意味する英語であり（株式会社

工業調査会「プラスチック大辞典」・１９９４年〔平成６年〕１０月２０

日発行，乙６)，これが普通名称であることは本件商標の指定商品「義

歯」の需要者である歯科医師及び歯科技工士並びに取引者である歯科材料

製造・販売業者間における常識である。

また，原告が指摘する「レジン前歯」及び「レジン臼歯」におけるレジ

ンの部分が「RESIN」すなわち「樹脂」であることは明らかであり，「レ
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ジン前歯」及び「レジン臼歯」がレジン歯（resin tooth）の一種であっ

て，普通名称であることも義歯の需要者及び取引者間における常識であ

る。歯科材料製造・販売業者の各ホームページ（乙７～１０の２）の説明

文中の記述からしても，「レジン前歯」及び「レジン臼歯」が普通名称で

あることは明らかであり，普通名称である「レジン前歯」及び「レジン臼

歯」を社会通念上の商標として，換言すれば自他商品識別標識としての商

標（ブランド）として把握・認識する者は原告のみである。

さらに，被告が使用商品１及び２の各包装箱に表示している「ＡＣＲＹ

ＬＩＣ ＲＥＳＩＮ ＴＥＥＴＨ」の文字，及び本件カタログに記載して

いる「レジン前歯」，「レジン臼歯」の文字は，各包装箱に内包している

商品「義歯」の適用箇所や用途を，見易く取り違えることのないよう安全

のために明示している記載であって，被告の商品であることを表示するた

めの出所表示の商標でもなければ，被告提供の義歯の品質について同一性

を保証するための品質保証表示の商標でもない。

そうすると，「ＡＣＲＹＬＩＣ ＲＥＳＩＮ ＴＥＥＴＨ」，「レジン

前歯」及び「レジン臼歯」の各文字部分が商品名・商標名であるとする原

告の主張は失当であって，被告が使用している「“Ｂｉｏ”Ｆｏｒｍ」に

おける「“Ｂｉｏ”」の文字部分が自他商品を識別し出所を表示するため

の識別標識としての実体的要旨をなす部分であることは明らかである。

イ 原告は，使用商品１及び２において，「“Ｂｉｏ”」の後に形態の意味

も有する「Ｆｏｒｍ」の語が付加して表示されていることを捉えて，「“

Ｂｉｏ”Ｆｏｒｍ」が意味するものは被告が取り扱う義歯のタイプ中「バ

イオ形態（Ｂｉｏ Ｆｏｒｍ）」であるという事実であるとか，「Ｂｉ

ｏ」の文字部分がクォーテーションマークで囲われているのは，数ある

「人工歯の形態」のうち，使用商品１及び２で採用しているのは「リアル

形態（Ｒｅａｌ Ｆｏｒｍ）」・「ハーモニー形態」及び「ＮＣベラシア
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形態」ではなく，「バイオ形態（Ｂｉｏ Ｆｏｒｍ）」であることを強調

したものにすぎないと主張する。

しかし，「“Ｂｉｏ”」とＢｉｏの前後にダブルクォーテーションマー

クのカッコ記号が付けられていることからすれば，かかるカッコ記号で囲

われた文字「“Ｂｉｏ”」が特別の意味に使用されていることが記述上の

慣習として理解できる。また，商標法５０条１項に基づく取消審判は，商

標の自他商品の識別力の有無を論ずる無効審判ではなく，登録商標又は登

録商標と社会通念上同一と認められる商標が取消審判の請求登録前に，継

続して３年以上日本国内において使用されていないことを取消理由とする

審判手続であるところ，被告が本件商標と社会通念上同一と認められる

「“Ｂｉｏ”Ｆｏｒｍ」を使用していることは明らかであり，審決には何

ら違法はない。

なお，被告は本件商標の希釈化を防止するために「バイオ形態」なる表

記と「“Ｂｉｏ”Ｆｏｒｍ」なる表記とを峻別して使用しており，「バイ

オ形態（Ｂｉｏ Ｆｏｒｍ）」なる表記は一切使用していない。

(2) 原告の主張イに対し

原告は，使用商品１及び２において使用されているのは「Ｂｉｏ Ｆｏｒ

ｍ」であって「Ｂｉｏ」ではないと主張する。

しかし，被告が本件商標の要部を構成する英単語「Ｂｉｏ」を，その読み

を表わすカタカナの文字部分「バイオ」を省略して「“Ｂｉｏ”」とダブル

クォーテーションマークのカッコ記号にて囲い，英単語「Ｆｏｒｍ」を書き

足して「“Ｂｉｏ”Ｆｏｒｍ」と表示していても，この「“Ｂｉｏ”Ｆｏｒ

ｍ」が本件商標と社会通念上同一と認められる商標であることは，裁判例

（東京高裁昭和６３年（行ケ）第２５５号事件・平成元年１０月２６日判

決，東京高裁平成２年（行ケ）第４８号事件・平成３年２月２８日判決，知

財高裁平成１９年（行ケ）第１００４９号事件・平成１９年７月１９日判
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決）から明らかである。

また，原告は，自他商品等識別機能が極めて弱い２つの語からなる商標

は，商標の構成中，一方のみが独立して着目され商品の出所識別機能を発揮

するというよりは，むしろ両者が結合して一体的に把握され識別機能を発揮

するとみるべきである等と主張する。

しかし，審決が「…『“Ｂｉｏ”Ｆｏｒｍ』の文字は，そのうちの『Ｆｏ

ｒｍ』の文字部分が『式，型，形態』などの意味を有し，人工歯の分野にお

いては，自他商品の識別機能が極めて弱い語であるといえるものであり，か

つ，本件において，『Ｂｉｏ』の文字部分がクォーテーションマークで囲ま

れていることもあいまって，これに接する需要者は，『Ｂｉｏ』の文字部分

に着目し，これを自他商品の識別標識ととらえて，商品の取引に当たるもの

とみるのが相当である。」（７頁２～８行）と認定判断しているとおり，

「“Ｂｉｏ”Ｆｏｒｍ」における「Ｆｏｒｍ」の文字部分が自他商品識別機

能の極めて弱い語であるのに対し，「“Ｂｉｏ”」の文字部分はクォーテー

ションマークで囲まれていることもあいまって，需要者によって自他商品の

識別標識ととらえられる語であるから，原告の主張は理由がない。

なお，原告は，「Ｂｉｏ」の文字部分が指定商品との関係において一定の

品質を表示的に表すものであることを審決自身が認めていると主張するが，

審決は「・・・『“Ｂｉｏ”Ｆｏｒｍ』は，その要部たる『Ｂｉｏ』の文字

部分より『バイオ』の称呼及び『生体・生物体・生物などを意味する接頭語

』の観念を生ずるものであって，これと同一の称呼及び観念を生ずる本件商

標とは社会通念上同一の商標と認めることができる。」（７頁９～１３行）

としており，原告の主張は審決を誤読しているもので失当である。

第４ 当裁判所の判断

１ 請求原因(1)（特許庁における手続の経緯），(2)（審決の内容）の各事実

は，いずれも当事者間に争いがない。
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２ 予告登録前３年以内における本件商標使用の有無

審決は，本件商標の不使用取消審判請求の予告登録がなされた平成２０年４

月１４日から遡って３年以内に，指定商品である義歯について本件商標と社会

通念上同一と認められる商標を使用していたことが認められるとするのに対

し，原告はこれを争うので，以下，その存否について判断する。

(1) 本件における事実関係

ア 証拠（甲３，乙１，２，３，５）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事

実を認めることができる。

(ｱ) 被告は，大正１１年に設立された株式会社であり，人工歯の製造販売

及び歯科材料の研究開発等を業としている。

(ｲ) 「ＳＨＯＦＵ ＤＥＮＴＡＬ ＰＲＯＤＵＣＴＳ ＣＡＴＡＬＯＧ／

ＳＨＯＦＵ ２００７－２００８ 松風総合カタログ」（本件カタロ

グ，乙１）は，被告の取扱いに係る商品を掲載したカタログであり，２

００７年〔平成１９年〕３月発行に発行されたものである。

本件カタログの９頁下段右には，下記のとおり，「アクリル系レジン

歯」として，義歯（使用商品１）及びその包装箱の写真が掲載され，そ

の下に「バイオ形態（６歯１組）」，「レジン前歯」，「方型（４００

番台）・尖型（５００番台）・卵円型（６００番台）の基本型よりなる

バイオ形態のレジン歯で，色調は自然感があり，排列しやすく，硬度・

耐摩耗性に優れています。」，「■総義歯，局部義歯，前装シェル

用」，「●形態／上顎１９種，下顎８種」，「●色調／６色：３，４，

６，５５，５６，５８」，「●包装・価格／１箱２４組（１４４歯）…

￥７，９２０ １組（６歯）・・・￥３３０」，「●別売品／色見本

１組・・・￥８００」などと記載されており，包装箱の上面中央部に

は，「ＡＣＲＹＬＩＣ ＲＥＳＩＮ ＴＥＥＴＨ」，「ＡＮＴＥＲＩＯ

ＲＳ」，「“Ｂｉｏ”Ｆｏｒｍ」，「２４sets」，「ＳＨＯＦＵ ＩＮ
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Ｃ．」といった表記がある。

記

(ｳ) 本件カタログ１０頁最上段右には，下記のとおり，「アクリル系レジ

ン歯」として，義歯（使用商品２）及びその包装箱の写真が掲載され，

その下に「バイオ形態（８歯１組）」，「レジン臼歯」，「解剖学的な

バイオ形態を基本型とし，咬頭傾斜角が３３°のレジン臼歯で，排列し

やすく，硬度・耐摩耗性に優れています。」，「■総義歯，局部義歯，

前装シェル用」，「●形態／上下顎各６種・・・」，「●色調／４色：

４，５５，５６，５８」，「●包装・価格／１箱１６組（１２８歯）…

￥６，２４０ １組（８歯）・・・￥３９０」，「●別売品／色見本

１組・・・￥８００」などと記載されており，包装箱の上面中央部に

は，「ＡＣＲＹＬＩＣ ＲＥＳＩＮ ＴＥＥＴＨ」，「ＰＯＳＴＥＲＩ
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ＯＲＳ」，「“Ｂｉｏ”Ｆｏｒｍ」，「１６sets」，「ＳＨＯＦＵ Ｉ

ＮＣ．」といった表記がある。

記

(ｴ) 人工歯の形態には，（ａ）昭和初期の欧米において広く用いられた人

工歯形態である「レギュラー形態」，（ｂ）「バイオ形態」，（ｃ）１

９５６年（昭和３１年）に完成された天然歯を忠実に模した前歯形態で

ある「リアル形態」，（ｄ）天然歯数千本を分類・研究して生体への調

和をテーマに開発された人工歯形態である「ハーモニー形態」，（ｅ）

バイオ形態の基本３形態のうち，方型，卵円型を採用し，そのバリエー

ションで混合型とロングタイプを新たに追加し，合わせて５形態とし

た，様々な形態との組合せが可能な「ＮＣ ベラシア形態」がある。被

告のホームページ（甲３）には，「バイオ形態」について，「１９３７
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年に完成された，日本で初めて開発された理論的解剖学的な根拠に基づ

いた形態です。レオン・ウイリアムの学説を基礎に，花沢鼎先生，堀江

鍵一先生，河村弘先生，矢崎正方先生，齊藤久先生，溝上喜久男先生

等，当時の補綴研究会の諸先生方の協力を得て，７年の歳月と１００回

以上の会合を重ねて完成されました。このバイオ形態は，誕生以来，今

日に至るまで広く臨床家に愛用され，日本の標準的な人工歯として，そ

の５１４番は歯科医師国家試験や技工士国家試験に採用されてきまし

た。」との記載がある。

イ 上記認定事実によれば，原告により本件不使用登録取消審判請求の予告

登録がなされた平成２０年４月１４日より前３年以内である平成１９年３

月ころに日本国内において，被告が自社のカタログに本件商標の指定商品

である「義歯」につき「“Ｂｉｏ”Ｆｏｒｍ」の表記をしてこれを頒布し

ていたことが認められる。

(2) 商標としての使用に該当しないとの主張（取消事由ア）について

原告は，取消事由アとして，被告による上記使用は商標としての使用に該

当しないと主張するので，以下検討する。

ア 「“Ｂｉｏ”Ｆｏｒｍ」の文字は，「Ｆｏｒｍ」の文字部分が英語で

「式，型，形態」などの意味を有していることからすれば，「“バイオ”

式」，「“バイオ”型」又は「“バイオ”形態」といった意味合いを想起

させるものと認めることができる。

また，前記認定事実によれば，人工歯の形態には，レギュラー形態，バ

イオ形態，リアル形態，ハーモニー形態，ＮＣ ベラシア形態といった各

種形態があり，「バイオ形態」は被告が研究開発した人工歯の一形態であ

り，解剖学的な根拠に基づいて開発された形態であると認めることができ

る。

そうすると，使用商品１及び２の包装箱における 「“Ｂｉｏ”Ｆｏｒ



- 15 -

ｍ」の文字部分は，使用商品１及び２は人工歯の様々な形態のうち被告が

開発した「バイオ」形態を採用していることを示すものとして使用されて

いると認めることができる。

イ ところで，商標が有する自他識別機能・出所表示機能とは，商標が付さ

れた商品・役務が特定の事業者によって製造販売提供等されたものである

と需用者に認識させる機能をいうと解されるところ，ある商標が商品の形

態を示すものとして採用されている場合であっても，需用者が当該形態の

商品について特定の出所に係る商品であると認識するのであれば，その形

態，すなわち商標が出所を表示しているということになるから，ある商標

が商品名・製造者ではなく商品の形態として使用されている場合であって

も，その商標が自他識別機能・出所表示機能を有しないということにはな

らないというべきである。

かかる見地から本件を見ると，前記認定のとおり，「バイオ形態」は被

告が研究開発した人工歯の一形態であることに加え，「バイオ形態」を意

味する英語である「Ｂｉｏ Ｆｏｒｍ」の「Ｂｉｏ」の語をタブルクォー

テーションマーク（“”）で囲むことにより強調して表記されていること

に照らすと，使用商品１及び２の各包装箱に表示された「Ｂｉｏ」の文字

は，使用商品１及び２が人工歯の様々な形態のうち「バイオ」形態を採用

していることを示すのみならず，当該商品を他の商品から識別し，あるい

は商品の出所を表示するための標識としても使用されていると認めるのが

相当である。

したがって，被告は本件商標を商標として使用していないとの原告の主

張は採用することができない。

ウ なお，原告は，使用商品１及び２において被告が商品の名称・商標とし

て使用しているのは，それぞれ「ＡＣＲＹＬＩＣ ＲＥＳＩＮ ＴＥＥＴ

Ｈ」及び「レジン前歯」，「ＡＣＲＹＬＩＣ ＲＥＳＩＮ ＴＥＥＴＨ」
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及び「レジン臼歯」の文字部分であり，「バイオ」という名称でもって取

引を行っているものではないと主張する。

しかし，本件商標の指定商品「義歯」の主たる需用者は歯科医師・歯科

技工士等であるところ，同人らにとって「ＡＣＲＹＬＩＣ ＲＥＳＩＮ

ＴＥＥＴＨ」はアクリル製の人工歯を意味する英語であり（プラスチック

大辞典，乙６），同人らは「レジン前歯」・「レジン臼歯」にいう「レジ

ン」が「ＲＥＳＩＮ」すなわち「樹脂」を意味する普通名詞であると受け

止めると認められるから，上記取引においては「“Ｂｉｏ”Ｆｏｒｍ」と

の表示も重要な意義を有すると解され，結局，原告の上記主張は採用する

ことができない。

エ また，原告は，「Ｂｉｏ」の文字部分を真に商標として他の部分と区別

したいのであれば○マーク等を付すなり，「『バイオ』は株式会社松風のＲ

登録商標です。」などの表示部を設けるはずなどと主張するが，登録商標

の商標権者が商標を使用するに際し，○マークを付したり当該商標が自己Ｒ

の登録商標であることを示す表示部を設けることは必ずしも必要とされて

いない上（商標登録表示を定めた商標法７３条も，商標登録表示を付すよ

う「努めなければならない」としている。），上記マークや表示部を設け

ることが取引上一般的であるともいえない（弁論の全趣旨）から，原告の

上記主張は採用することができない。

(3) 「Ｂｉｏ Ｆｏｒｍ」との表記が本件商標と社会通念上同一とはいえない

との主張（取消事由イ）について

原告は，使用商品１及び２における「Ｂｉｏ Ｆｏｒｍ」の文字は，それ

ぞれの語の性質上，「Ｂｉｏ」及び「Ｆｏｒｍ」はそれぞれが独立して把握

されるべきではなく，両者は一体的にのみ把握されるものであるから，使用

商品１及び２における「Ｂｉｏ Ｆｏｒｍ」の表記と本件商標とは，社会通

念上同一の商標ではないと主張する。
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しかし，「Ｆｏｒｍ」の文字部分が英語で「式，型，形態」などの意味を

有し，型式や形態そのものを表す他の語と合わせて使用されることにより

「○○式」，「○○型」，「○○形態」といった意味を表すものであり（弁

論の全趣旨），人工歯の分野において自他商品の識別機能が極めて弱い語で

あると認められる上，使用商品１及び２において「“Ｂｉｏ”Ｆｏｒｍ」と

表記され，タブルクォーテーションマークで囲むことにより「Ｂｉｏ」の語

が強調して表記されていることに照らすと，「Ｂｉｏ」と「Ｆｏｒｍ」の語

を一体的にのみ把握する必要はなく，かえって需用者は，ダブルクォーテー

ションマークで囲まれた「Ｂｉｏ」の文字部分に着目し，これを他の商品と

識別する標識と捉えて商品の取引に当たると考えるのが相当である。

そうすると，使用商品１及び２における「“Ｂｉｏ”Ｆｏｒｍ」の中の

「Ｂｉｏ」の文字は本件商標と社会通念上同一と認めることができ，これと

異なる原告の上記主張は採用することができない。

３ 結語

以上によれば，被告は本件審判請求の登録前３年以内に日本国内においてそ

の指定商品について本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用してい

たことを証明したとする審決の判断に誤りはなく，原告主張の取消理由はいず

れも理由がない。

よって，原告の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所 第２部

裁判長裁判官 中 野 哲 弘
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裁判官 真 辺 朋 子
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